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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月１日（土） ０９時２５分ごろ 

発生場所 広島県竹原市竹原港南方沖の柳ノ瀬戸
や な ぎ の せ と

 

 竹原港竹原外港防波堤灯台から真方位１９９°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.９′ 東経１３２°５４.６′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 あさぎり、３２.４１トン 

   １２２１４０、契島運輸株式会社 

   １６.５３ｍ（Lr）×４.０４ｍ×１.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３２４kＷ、昭和５５年６月２５日 

Ｂ プレジャーボート ＩＮＦＩＮＩＴＹ
イ ン フ ィ ニ テ ィ

、２.６トン 

   ２７３－１１５１８広島、個人所有 

   ６.７２ｍ（Lr）×２.４９ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１２８.７kＷ、平成１５年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年８月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１０月２日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１０月１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年１月１７日 

    免許証交付日 平成２３年３月２４日 

           （平成２８年１１月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破口を伴う凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、旅客１人を乗せ、船長Ａが操

舵室中央の長椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、竹原港南方
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沖を同港に向けて針路約０１１°（真方位、以下同じ。）速力（対地

速力、以下同じ。）約１３.０ノット（kn）で航行した。 

 船長Ａは、航行中、視界が良かったので、レーダーを休止して舵輪

後方で立ったり、座ったりしながら、目視による見張りを続けていた

ところ、左舷船首約４５°距離約３０ｍに左舷船首の窓枠から現れた

Ｂ船を認めて衝突の危険を感じ、右舵を取って機関を後進にかけた

が、平成２４年１２月１日０９時２５分ごろ、竹原港南方沖におい

て、右転中のＡ船の左舷船首部と南東進中のＢ船の船首部が衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂが操縦席に腰を掛けて手

動操舵で操船に当たり、竹原港南方沖を大崎上島町の唐
から

島付近の釣り

場に向けて針路約１１９°速力約２０.０knで航行した。 

 船長Ｂは、航行中、右舷正横付近の約４隻の船が釣りをしていると

思って見ていたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、顔面挫創及び全身打撲を負った。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、航海計器、舵、主機関等に故障はなかった。 

 Ａ船の操縦席は、前面にガラス窓３枚及び側面にガラス窓１枚があ

り、前面と左側面のガラス窓の間の窓枠の幅は約２６㎝であったの

で、舵輪後方で見張りを行った場合、窓枠によって左舷船首の一部に

死角（視界が制限される状態）が生じていた。 

 Ｂ船は、航海計器、舵、主機関等に故障はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、竹原港南方沖を北進中、船長Ａが、左舷船首約３０ｍに接

近したＢ船を認めたことから、右舵を取って機関を後進にかけたもの

の、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダーを休止して目視による見張りを行っていたが、

左舷船首約３０ｍに接近したＢ船を認めたことから、見張りが適切で

なかったものと考えられるが、レーダーの活用を心掛けていれば、Ｂ

船をより早期に探知できたものと考えられる。 

 Ｂ船は、竹原港南方沖を南東進中、船長Ｂが、右舷正横付近の釣り

中の船に注意を向け、右舷船首方の見張りを適切に行っていなかった

ことから、右舷船首方から接近しているＡ船に気付かず、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、竹原港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南東進
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中、船長Ａが左舷船首約３０ｍに接近したＢ船を認め、また、船長Ｂ

が右舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故後、次の改善措置を採った。 

 ・レーダーを活用して見張りを行うこと。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船中は、身体を移動するなどして窓枠等による死角を補う見張

りを行うこと。 
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